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第６回南相馬市議会定例会市長提出議案の要旨 

平成２６年９月５日提出 

 

Ⅰ 件数  ４１件 

【内訳】議案 ３８件（条例関係 ６件、決算関係 １５件、予算関係 ９件、 
その他８件） 
 

    報告  ３件（平成２５年度一般会計継続費精算の報告等） 

Ⅱ 議案の要旨  

≪条例関係≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども・子育て支援新制度について（議案第144号～第147号関係） 

平成２７年４月から、子ども・子育て支援に関する新しい制度（「子ども・子育て

支援新制度」）の本格的な実施が予定されているところである。 
子ども・子育て支援新制度により、市町村では新たに認可・確認事務が発生するこ

とになり、その事務を処理するため次の基準を定めるものである。 
① 子どものための教育・保育給付の支給認定基準を定める条例 
新制度では、保護者の申請に基づき、市が保育の必要性を認定した上で、幼稚園

や保育所及び地域型保育事業者に対して給付費の支払いを行う。 
条例では、保育が必要な事由などの認定の条件の基準を定めるものである。 

② 地域型保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 
新制度において、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事

業所内保育事業（これらを総称して「地域型保育事業」という。）は、児童福祉法

に基づく市の認可事業として位置付けられる。 

条例では、地域型保育事業に関する認可基準を定めるものである。 
③ 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例 
新制度において、学校教育法、児童福祉法等に基づく認可を受けていることを前

提に、市町村が、特定教育・保育施設の設置者や特定地域型保育事業者からの申

請に基づき、子ども・子育て支援法に基づく給付（施設型給付費・地域型保育給

付費）を行う対象施設・事業として確認を行う。 
条例では、市が、特定教育・保育施設の設置者や特定地域型保育事業者が子ども・

子育て支援法に基づく給付を行う対象施設・事業として確認するとともに、施設

の設置者・事業者が遵守すべき運営基準を定めるものである。 
④ 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 
新制度により、市町村は放課後児童健全育成事業の設備や運営について、条例で

基準を定めなければならない。 
（放課後児童健全育成事業については、認可ではなく、事前の届出制） 
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議案第144号 
南相馬市子どものための教育・保育給付の支給認定基準を定める

条例制定について 

【趣旨】 

  子ども・子育て支援法の制定に伴い、子どものための教育・保育給付の支給認

定基準を定めるため、新たに条例を制定するもの。 

 
【主な内容】 

１ 制度概要 

・子ども・子育て支援新制度では、実施主体である市町村が、保護者の申請を受

け、客観的な基準に基づき、保育の必要性を認定した上で、給付を支給するも

のである。 

・市町村は、保育の必要性の認定に当たっては「①保育を必要とする事由」、「②

保育の必要量」、「③優先利用」の確認をし、次の区分の認定を行う。 

≪子ども・子育て支援法による認定区分≫ 

保育の必要性の認定 

認定区分 対象者 利用先 

１号認定 

（教育標準時間認定） 

子どもが満３歳以上で、教育を希望

される場合 

幼稚園 

認定子ども園 

２号認定 

（保育認定（満３歳以上）） 

子どもが満３歳以上で、保育の必要

性の基準に該当し、保育所等での保

育を希望される場合 

保育所 

認定子ども園 

３号認定 

（保育認定（満３歳未満）） 

子どもが満３歳未満で、保育の必要

性の基準に該当し、保育所等での保

育を希望される場合 

保育所 

認定子ども園 

地域型保育施設 

 

２ 制定の概要 

定める項目 条・項 内   容 

保育の必要性

の基準 
第３条 

【保育を必要とする事由】 

小学校就学前の子どもの保護者のいずれもが次のいずれかに該

当するもの。 

① １月において、６４時間以上労働することを常態とするこ
と。 

② 妊娠・出産 
③ 保護者の疾病・障がい 
④ 同居又は長期入院等している親族の介護・看護 
⑤ 災害復旧 
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⑥ 求職活動（起業の準備を含む。） 
⑦ 就学（職業訓練校等での職業訓練を含む。） 
⑧ 虐待やＤＶのおそれがあること 
⑨ 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継
続利用が必要であること 

⑩ その他、上記に類する状態として市長が認める場合 

保育必要量の

基準 
第４条 

【就労を理由とする利用の場合、次のいずれかに区分】 
① 保育標準時間（フルタイム就労を想定した利用時間） 
１日１１時間までの利用に対応するものとして、１月当たり

２１２時間を超え２９２時間まで 
② 保育短時間（パートタイム就労を想定した利用時間） 
１日８時間までの利用に対応するものとして、１月当たり２

１２時間まで 

優先保育の基

準 
第５条 

【優先的に保育を行う必要があると認められる者】 

① ひとり親家庭 
② 生活保護世帯 
③ 生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合 
④ 虐待やＤＶのおそれがある場合など社会的擁護が必要な場
合 

⑤ 子どもが障がいを有する場合 
⑥ 育児休業後に復職又は復職する予定 
⑦ 兄弟姉妹が同一の保育所等の利用を希望する場合 
⑧ 地域型保育事業による保育を受けていたこと 
⑨ 上記に類するものとして市長が認める状態であること 

過 料 第７条 

【報告等に係る過料】 

＜対象者＞ 

・小学校就学前子どもの保護者 

・小学校就学前子どもの属する世帯の世帯主 

・その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者 

＜行為の種類＞ 

・正当な理由なしに、報告若しくは物件の提出若しくは提示を

しない場合 

・虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をした場合  

・職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をいた場合

＜過料＞ 

１０万円以下 
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【支給認定の変更に係る過料】 

＜対象者＞ 

・支給認定保護者 

＜行為の種類＞ 

・支給認定証の提示又は返還を求めて応じない場合 

＜過料＞ 

１０万円以下 

 

３ 施行日 子ども・子育て支援法の施行の日 

 

４ 関係条例の改正 

  【南相馬市保育園条例の一部を改正する条例】 

  保育給付の支給認定基準の条例制定に伴い、南相馬市保育園条例第３条及び第

４条に規定する保育の実施基準及び員外利用を削除するもの。 

 

議案第145号 
南相馬市地域型保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例制定について 

【趣旨】 

児童福祉法の一部改正に伴い、地域型保育事業の設備及び運営に関する基準を

定めるため、新たに条例を制定するもの。 
 

【主な内容】 

１ 制度概要 

 ・子ども・子育て支援新制度において、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅

訪問型保育事業及び事業所内保育事業（これらを総称して「地域型保育事業」

という。）は、児童福祉法に基づく市の認可事業として位置付けられることにな

った。 

 ・これに伴い、地域型保育事業者は、国で定めた基準「家庭的保育事業等の設備

及び運営に関する基準」を踏まえ市が定める条例による基準を満たすことが求

められる。 

・地域型保育事業は、原則３歳未満の保育を必要とする乳幼児を対象とした事業

であり、次の４類型に区分される。 
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≪地域型保育事業の区分≫ 

区 分 内  容 

家庭的保育事業 
市が認定した家庭的保育者の居宅等で、家庭的な雰囲気

の中で保育を行う事業 （定員：５人以下） 

小規模保育事業 

小規模な保育施設で保育を行う事業 

・小規模保育事業Ａ型（定員６人以上１９人以下） 

従事者全員が保育士 

・小規模保育事業Ｂ型（定員６人以上１９人以下） 

従事者の半数以上が保育士 

・小規模保育事業Ｃ型（定員６人以上１０人以下） 

従事者は市長が認めた者 

居宅訪問型保育事業 
乳幼児の居宅において、市が認定した家庭的保育者が保

育を行う事業 

事業所内保育事業 

事業主が主として従業員の仕事と育児の両立支援策と

して実施。従業員の子どものほか、地域において保育を

必要とする子ども（地域枠）にも保育を提供する事業 

・保育所型（定員２０人以上） 

・小規模型（定員１９人以下） 

 

２ 制定の概要 

≪総則(第１条～第２１条)≫ 

定める項目 条・項 内   容 

最低基準と 

地域型保育 

事業者 

 

第４条 

・地域型保育事業者は、最低基準を超えて、常に、その設備及

び運営を向上させなければならない。 
・最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている地域型

保育事業者は、最低基準を理由として、その設備又は運営を低

下させてはならない。 

地域型保育 

事業者の 

一般原則 

第５条 

・地域型保育事業者は、利用乳幼児の人権に配慮し、一人一人

の人格を尊重して運営を行わなければならない。 

・地域型保育事業者は、地域との交流・連携を図り、保護者等

に対し、事業等の運営内容を説明するよう努めなければならな

い。 

保育所等との

連携 
第６条 

・地域型保育事業者は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ確

実に行われ、地域型保育事業者による保育の提供終了後も満３

歳以上の児童に対して必要な教育・保育が継続的に提供される

よう次の連携協力を行う保育所を確保しなければならない。 
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① 利用乳幼児に対する集団保育体験の機会設定、相談、助言等
の保育内容に関する支援を行うこと。 

② 必要に応じて、代替保育を提供すること。 
③ 保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護者の
希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教

育又は保育を提供すること。 

地域型保育事

業者と非常災

害対策 

第７条 

・地域型保育事業者において、軽便消火器具、非常口その他非

常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する計画

を立て、不断の注意と訓練に努めなければならない。 

地域型保育事

業者の職員 

第８条 

第９条 

【職員の一般的要件（第８条関係）】 

・職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、

児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事

業の理論及び実際について訓練を受けたものでなければならな

い。 

【職員の知識及び技能向上等（第９条関係）】 

・職員は、自己研鑽に励み、法に定める事業の目的を達成する

ため必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければ

ならない。 

他の社会福祉

施設等を併せ

て設置すると

きの設備及び

職員の基準 

第10条 

・地域型保育事業所は、他の社会福祉施設等を併せて設置する

ときは、必要に応じて当該事業所等の設備及び職員の一部を併

せて設置する他の社会福祉施設等の設備及び職員に兼ねること

ができる。 

利用乳幼児平

等取扱い原則

等 

第11条 

～ 

第13条 

【利用乳幼児平等の原則（第１１条関係）】 

・地域型保育事業者は、利用乳幼児の国籍、信条等によって、

差別的取扱いをしてはならない。 

【虐待等の禁止（第１２条関係）】 

・職員は、利用乳幼児に対し、心身に有害な影響を与える行為

をしてはならない。 

【懲戒に係る権限の濫用禁止（第１３条関係）】 

・地域型保育事業者は、利用乳幼児に対し、身体的苦痛を与え

る等その権限を濫用してはならない。 

衛生管理・食事 
第14条 

第15条 

【衛生管理（第１４条関係）】 

・地域型保育事業者は、利用乳幼児の使用する設備、食器等に

ついて、衛生的な管理に努め、必要な措置を講じなければなら

ない。 
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【食事（第１５条関係）】 

・地域型保育事業者は、食事を提供するときは事業所内で調理

する方法により行わなければならない。 

利用乳幼児及

び職員の健康

診断 

第17条 

・地域型保育事業者は、利用乳幼児に対し、健康診断を学校保

健法に規定する健康診断に準じて行わなければならない。 

・地域型保育事業者の職員の健康診断は、特に利用乳幼児の食

事を調理する者につき、注意を払わなければならない。 

地域型保育事

業所等内部の

規程 

第18条 
・地域型保育事業者は、事業の運営についての重要事項に関す

る規程を定めておかなければならない。 

秘密保持・ 

苦情対応 

第20条 

第21条 

【秘密保持（第２０条関係）】 

・職員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 

【苦情対応（第２１条関係）】 

・地域型保育事業者は、保護者等からの苦情に迅速かつ適切に

対応するために苦情を受け付ける窓口を設置する等の措置を講

じなければならない。 

 

≪家庭的保育事業の基準（第２２条～第２６条）≫ 

定める項目 条・項 内   容 

設備の基準 第22条 

・家庭的保育事業は、家庭的保育者の居宅その他の場所であっ

て次の要件を満たすもの。 

① 乳幼児の保育を行う専用の部屋を設けること。 
② 専用の部屋の面積は、９．９㎡以上であること。 
③ 乳幼児の保健衛生上必要な採光、照明及び換気の設備を有すること。 
④ 衛生的な調理設備及び便所を設けること。 
⑤ 同一敷地内に屋外に遊戯等に適した広さの庭（面積：満２歳
以上の幼児１人につき３．３㎡以上）があること。 

⑥ 火災報知器及び消火器の設置、火災訓練及び避難訓練を定期
的に実施すること。 

職 員 第23条 

・家庭的保育事業を行う場所には、家庭的保育者、嘱託医、調

理員を配置しなければならない。 
・家庭的保育者１人当たり乳幼児３人まで、家庭的保育補助者

がいる場合は乳幼児５人まで保育可能とする。 
保育時間・内

容・保護者との

連絡 

第24条 

～ 

第26条 

【保育時間（第２４条関係）】 

・保育時間は１日８時間。 

【保育内容（第２５条関係）】 
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・保育指針に準じ、家庭的保育事業の特性に留意し、乳幼児の

心身の状況等に応じた保育を提供しなければならない。 

【保護者との連絡（第２６条関係）】 

・家庭的保育事業者は、常に乳幼児の保護者と密接な連絡をと

り、保育の内容等について理解及び協力を得るよう努めなけれ

ばならない。 

≪小規模保育事業（第２７条～第３６条）≫ 

定める項目 条・項 内   容 

設備・面積の基

準 

第28条 

第33条 

Ａ型 Ｂ型 Ｃ型 

・乳幼児又はほふ

く室：1人につき

3.3㎡以上 

・保育室又は遊戯

室：１人につき

1.98㎡以上 

・屋外遊戯場：１

人につき 3.3㎡

以上 

Ａ型を準用 

・乳幼児又はほふく

室：1人につき3.3

㎡以上 

・保育室又は遊戯

室：１人につき

3.3㎡以上 

・屋外遊戯場：１人

につき3.3㎡以上 

 

職員数 

第29条 

第31条 

第34条 

 

Ａ型 Ｂ型 Ｃ型 
保育士、嘱託医、調

理員を配置 
＜保育士基準＞ 

・乳児３人につき１人 
・幼児（1 歳以上 3
歳未満）６人につ

き１人 
・児童（３歳以上４

歳未満）２０人に

つき１人 
・児童（４歳以上）

３０人につき１

人 
 
 

保育士（市長が行

う研修を修了した

者）、嘱託医、調理

員を配置 
＜保育士基準＞ 
・乳児３人につき

１人 
・幼児（1歳以上 3
歳未満）６人に

つき１人 
・児童（３歳以上

４歳未満）２０

人につき１人 
・児童（４歳以上）

３０人につき１

人 

家庭的保育者、嘱

託医、調理員を配

置 
＜家庭的保育者基準＞ 
・家庭的保育者１

人につき乳幼児

３人以下 
・家庭的保育補助

者がいる場合乳

幼児５人以下 



 
 

傍聴者用資料 
 

9 

≪居宅訪問型保育事業（第３７条～第４１条）≫ 

定める項目 条・項 内   容 

設備及び備品 第38条 

・居宅訪問型保育事業所には、必要な広さを有する専用の区画

を設けるほか、保育の実施に必要な設備及び備品等を備えなけ

ればならない。 

職員数 第39条 ・家庭的保育者１人に対し乳幼児１人。 

連携施設 第40条 
・乳幼児の障がい、疾病等の状況に応じ、あらかじめ連携する

障害児入所施設等を確保しなければならない。 
 

≪事業所内保育事業（第４２条～第４８条）≫ 

定める項目 条・項 内   容 

利用定員の設

定 
第42条 

・事業所内保育事業は、利用定員の区分に応じ、その他の乳児

又は幼児の定員枠（地域枠）を設けなければならない。 

利用定員 その他の乳児又は幼児の数 

１人以上５人以下 １人 

６人以上７人以下 ２人 

８人以上１０人以下 ３人 

１１人以上１５人以下 ４人 

１６人以上２０人以下 ５人 

２１人以上２５人以下 ６人 

２６人以上３０人以下 ７人 

３１人以上４０人以下 １０人 

４１人以上５０人以下 １２人 

５１人以上６０人以下 １５人 

６１人以上７０人以下 ２０人 

７１人以上 ２０人 
 

設 備 第43条 

【利用定員２０人以上】         
・乳児室：１人につき 1.65㎡以上    
・ほふく室：１人につき 3．3㎡以上    
・保育室又は遊戯室：１人につき 1.98㎡以上 
・屋外遊戯室：１人につき 3.3㎡以上 
・調理室、便所を設けること。 
【利用定員１９人以下】 
・小規模保育事業所Ａ型の設備基準と同様 

職 員 第44条 【利用定員２０人以上】  
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・保育士、嘱託医、調理員 
・乳児３人につき保育士１人 
・幼児（１歳以上３歳未満）６人につき保育士１人 
・児童（３歳以上４歳未満）２０人につき保育士１人 
・児童（４歳以上）３０人につき保育士１人 

 

３ 施行日 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総

合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係

法律の整備等に関する法律の施行の日 

 

議案第146号 
南相馬市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例制定について 

【趣旨】 

子ども・子育て支援法の制定に伴い、特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業の運営に関する基準を定めるため、新たに条例を制定するもの。 
 

【主な内容】 

１ 制度概要 

 ・子ども・子育て支援新制度においては、学校教育法、児童福祉法等に基づく認

可等を受けていることを前提に、市町村が、特定教育・保育施設や特定地域型

保育事業からの申請に基づき、子ども・子育て支援法に基づく給付（施設型給

付費・地域型保育給付費）を行う対象施設・事業として確認することとされて

いる。 

 ・特定教育・保育施設の設置者や特定地域型保育事業者は、国で定めた基準「特

定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」を踏まえ市が

定める条例による基準を満たすことが求められる。 

 ・なお、給付を受ける施設・事業は次に分類される。 

 

            ≪給付を受ける施設・事業≫ 

分 類 特定教育・保育施設 特定地域型保育事業 

該当する施設 

及び事業 

・認定こども園 

・幼稚園 

・認可保育所 

・家庭的保育事業 

・小規模保育事業 

・居宅訪問型保育事業 

・事業所内保育事業 
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２ 制定の概要 

≪特定教育・保育施設の運営に関する基準（第４条～第３４条）≫ 

定める項目 条・項 内   容 

利用定員 

の基準 
第４条 

【特定教育・保育施設利用定員に関する基準】 

・認定こども園及び保育所の利用定員：２０人以上 

・特定教育・保育施設の区分に応じ、就学前子どもの区分ごと

の利用定員を定めるもの。 

利用開始 

に伴う基準 

第５条 

～ 

第９条 

【内容及び手続の説明及び同意（第５条関係）】 
・利用申込者に対して、運営規程の概要、職員の勤務体制等の

重要事項を記した文書を交付して説明を行い、特定教育・保育

の提供の開始について利用者の同意を得なければならない。 
【正当な理由のない提供拒否の禁止等（第６条関係）】 
・利用申込者から利用の申込みを受け付けたときは、正当な理

由がなければ拒んではならない。 
【定員を上回る利用の申込みがあった場合の選考（第６条関

係）】 
・利用定員の総数が超える場合は、抽選、申込みを受けた順序

により決定する方法、当該施設の設置者の教育・保育に関する

理念、基本方針等に基づく選考により選考しなければならない。 
【あっせん、調整及び要請に対する協力（第７条関係）】 
・特定教育・保育施設は、当該施設の利用について市町村が行

うあっせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければ

ならない。 
【受給資格等の確認（第８条関係）】 

・特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供を求められた

場合は、保護者の提示する支給認定証により、支給認定の有無、

支給認定の有効期間、保育必要量等を確認するもの。 

【支給認定の申請に係る援助（第９条関係）】 

・特定教育・保育施設は、支給認定を受けていない保護者から

申込みがあった場合は、当該申請が行われるよう必要な援助を

行わなければならない。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子どもの心身の状況の把握（第１０条関係）】 

・特定教育・保育施設は、支給認定子どもの心身の状況、置か

れている環境等の把握に努めなければならない。 

【利用者負担額等の受領（第１３条関係）】 

・特定教育・保育施設は、特定教育・保育を提供した際は、支
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教育・保育 

の提供に伴 

う基準 

 

 

 

第10条 

～ 

第19条 

第24条 

～ 

第26条 

給認定保護者から当該施設に係る利用者負担額の支払を受ける

もの。 

【特定教育・保育の取扱方針（第１５条関係）】 

・幼稚園は幼稚園教育要領に、保育所は保育所保育指針に、認

定こども園は認定こども園教育・保育要領に基づき、子どもの

心身の状況等に応じて特定教育・保育の提供を適切に行わなけ

ればならない。 

【子どもの平等の取扱い、虐待、懲戒権限濫用の禁止（第２４

条・第２５条・第２６条関係）】 

・特定教育・保育施設は、子どもの国籍、信条、社会的身分等

によって、差別的取扱いをしてはならない。 

・特定教育・保育施設の職員は、支給認定子どもに虐待その他

心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

・特定教育・保育施設の管理者は、支給認定子どもに対し懲戒

の措置を採るときは、身体的苦痛を与える等その権限を濫用し

てはならない。 

管理・運営等に

関する基準 

第20条 

～ 

第34条 

（第24条

～第26条 

除く） 

【運営規程（第２０条関係）】 

・特定教育・保育施設は、施設の運営・保育の内容等の重要事

項に関する規程を定めておかなければならない。 

【勤務体制の確保等（第２１条関係）】 

・特定教育・保育施設は、職員の勤務体制を定めておかなけれ

ばならない。 

【利用定員の遵守（第２２条関係）】 

・特定教育・保育施設は、利用定員を超えて提供を行ってはな

らない。 

【重要事項の掲示（第２３条関係）】 

・特定教育・保育施設は、運営規程の概要、職員の勤務体制等

の重要事項を掲示しなければならない。 

【秘密保持（第２７条関係）】 

・特定教育・保育施設の職員及び管理者は、業務上知り得た秘

密を漏らしてはならない。 

【事故発生の防止及び発生時の対応（第３２条関係）】 

・事故発生又はその再発を防止するため、次の措置を講じなけ

ればならない。 

① 事故が発生した場合の対応、報告の方法等が記載された指針
の整備 
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② 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生
じた場合に、報告、分析を通じて改善策を従業員に周知徹底

する体制の整備 

③ 事故発生の防止のための委員会及び従業員に対する定期的
な研修 

【記録の整備（第３４条関係）】 

・特定教育・保育施設は、職員、設備及び会計に関する諸記録

を整備しなければならない。 

 

≪特定地域型保育事業の運営に関する基準（第３７条～第５２条）≫ 

定める項目 条・項 内   容 

利用定員の 

基準 
第37条 

【特定地域型保育事業の利用定員】 

事 業 利用定員 

家庭的保育事業 １人以上５人以下 

小規模保育事業Ａ型及びＢ型 ６人以上１９人以下 

小規模保育事業Ｃ型 ６人以上１０人以下 

居宅訪問型保育事業 １人 

※上記定員は、事業所ごとに満１歳未満、満１歳以上に区分し

て利用定員を定めるもの。 

利用開始に伴

う基準 

 

第38条 

～ 

第40条 

【内容及び手続の説明、同意（第３８条関係）】 
・利用申込者に対し、運営規定の概要、職員体制等の重要事項

を記した文書を交付して説明を行い、特定地域型保育の提供の

開始について同意を得なければならない。 
【正当な理由のない提供拒否の禁止等（第３９条関係）】 
・特定地域型保育事業者は、支給認定保護者から利用の申込み

を受け付けたときは、正当な理由がなければ拒んではならない。 
【定員を超える申込みがあった場合の選考（第３９条関係）】 
・支給認定に基づき、保育の必要の程度及び家庭等の状況を勘

案し、保育を受ける必要性が高いと認められる子どもが優先的

に利用できるよう選考するもの。 
【あっせん、調整及び要請に対する協力（第４０条関係）】 
・特定地域型保育事業の利用について、市町村が行うあっせん、

調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。 

教育・保育の提  【子どもの心身の状況の把握（第４１条関係）】 
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供に伴う基準 第41条 

～ 

第43条 

・特定地域型保育事業者は、子どもの心身の状況、置かれてい

る環境等の把握に努めなければならない。 

【地域型保育事業の連携施設（第４２条関係）】 

・特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供の終了に際

しては、支給認定子どもに係る情報の提供その他連携施設等と

の密接な連携に努めなければならない。 

【利用者負担額等の受領（第４３条関係）】 

・特定地域型保育を提供した際は、支給認定保護者から当該保

育に係る利用者負担額の支払を受けるもの。 

管理・運営等に

関する基準 

第46条 

～ 

第49条 

【運営規程（第４６条関係）】 

・特定地域型保育事業者は、運営・事業についての重要事項に

関する規程を定めておかなければならない。 

【記録の整備（第４９条関係）】 

・特定地域型保育事業者は、職員、設備及び会計に関する諸記

録を整備しておかなければならない。 

 

≪罰則≫ 

定める項目 条・項 内   容 

過 料 第54条 

【報告等に係る過料】 

＜対象者＞ 

・子どものための教育・保育給付に係る教育・保育を行う者等 

＜行為の種類＞ 

・報告若しくは物件の提出若しくは提示をしない場合 

・虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をした場合  

・市職員の質問に対し、答弁せず、虚偽の答弁をし、若しくは

検査を拒むなどの行為をした場合 

＜過料＞ 

１０万円 

 

３ 施行日 子ども・子育て支援法の施行の日 
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議案第147号 
南相馬市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例制定について 

【趣旨】 

  児童福祉法の一部改正に伴い、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す

る基準を定めるため、新たに条例を制定するもの。 

 

【主な内容】 

１ 制度概要 

 ・子ども・子育て関連３法の制定により児童福祉法が改正され、市町村は、放課

後児童健全育成事業の設備及び運営の基準を定めることとなった。 

 ・本条例は、国で定めた基準「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準」を踏まえ定めるものである。 

 

２ 制定の概要 

定める項目 条・項 内   容 

放課後児童健

全育成事業の

一般原則 

第５条 

・放課後児童健全育成事業における支援は、小学校に就学して

いる児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいな

い者 

・放課後児童健全育成事業者は、地域社会との交流及び連携を

図り、児童の保護者及び地域社会に対し、運営内容を説明する

よう努めなければならない。 

・事業所の構造建築設備は、採光、換気等利用者の保健衛生、

危害防止を考慮し設けなければならない。 

職員の一般的

要件 
第７条 

・職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、

児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事

業の倫理及び実際について訓練を受けた者でなければならな

い。 

施設・設備 第９条 

・専用区画（遊び・生活の場としての機能、静養のための機能

を備えた区画）を設け、支援に必要な設備・備品等を備えなけ

ればならない。 

・専用区画の面積は、児童１人につき概ね1.65㎡以上。 

従事する者 

第10条 

第１項・ 

第３項 

・事業所ごとに放課後児童支援員を置かなければならない。 

・放課後児童支援員は、保育士、社会福祉士、高等学校卒業者

等であって２年以上児童福祉事業に従事した者等であって、都

道府県知事が行う研修を修了した者とするもの。 

支援員数 第10条 ・放課後児童支援員の数は、支援の単位ごとに２人以上。 
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第２項 ・２人のうち１名を除き、支援員を補助する者に代えることが

できるもの。 

支援の単位の

規模 

第10条 

第４項 

・支援の単位を構成する児童数：概ね40人以下 

開所時間及び

日数 
第18条 

・小学校の休業日に行う放課後児童健全育成事業 

１日につき８時間以上 

・小学校の休業日以外の日に行う放課後児童健全育成事業 

１日につき３時間以上 

・開所日数：１年につき２５０日以上 

その他の基準 

第６条 

第11条 

第12条 

第14条 

【非常災害対策（第６条関係）】 

・事業者は、軽便消火器等の消化用具、非常口その他非常災害

に必要な設備を設け、非常災害に対する具体的な計画を立て、

不断の注意と訓練をするもの。 

【平等の取扱い（第１１条関係）】 

・事業者は、利用者の国籍、信条、社会的身分による差別的取

扱いをしてはならない。 

【虐待等の禁止（第１２条関係）】 

・利用者に対し、虐待や児童の心身に有害な影響を与える行為

をしてはならない。 

【運営規程（第１４条関係）】 

・事業者は、事業所ごとに事業の目的及び運営方針等の重要事

項に関する規程を定めておかなければならない。 

 

３ 施行日 子ども・子育て支援法の施行の日及び就学前の子どもに関する教育、

保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施

行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日 

 

議案第148号 南相馬市サービスエリア利活用拠点施設条例制定について 

【趣旨】 

南相馬市サービスエリア利活用拠点施設の設置及び管理に関する事項を定める

ため、新たに条例を制定するもの。 

 

【主な内容】 

１ 制定の概要 
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定める項目 条 内   容 

名称・位置 第２条 
名称 南相馬市サービスエリア利活用拠点施設 

位置 南相馬市鹿島区浮田字椵木沢２１２番地の１ 

施 設 

 

 

第３条 

① 情報発信施設：広域観光ブース、コミュニティ広場 
② 物産販売施設：物産販売スペース、 
③ 飲食提供施設：フードコート、テイクアウト店舗 
④ 広場 
⑤ 駐車場 

事 業 

 

 

第４条 

① 高速道路利用者等の休憩場所の提供に関すること。 
② 地域情報の発信に関すること。 
③ 特産品等の展示、販売及び普及に関すること。 
④ 飲食物の提供に関すること。 
⑤ 交流事業の企画及び実施に関すること。 
⑥ その他拠点施設の設置の目的達成するために必要な事業 

休館日等 
第５条 

第６条 

【休館日】無休 

【開館時間】 

情報発信施設・物産販売施設・飲食提供施設：午前８時～午

後８時 

広場・駐車場：午前零時～午後１２時 

指定管理者

による管理 
第14条 

指定管理者に拠点施設の管理を行わせるもの。 

指定管理者 

の業務の範

囲 

 

 

第16条 

① 拠点施設の管理及び運営に関する業務 
② 拠点施設の事業に関する業務 
③ 利用許可及び利用の取消し等に関する業務 
④ 利用料金の徴収及び減免に関する業務 
⑤ 拠点施設の管理運営上市長が必要と認める業務 

指定管理者

の指定の手

続 

第17条 

・指定を受けようとする団体は、申請書に規則で定める次の

書類を添えて市長に提出しなければならない。 

① 事業計画書及び収支予算書 ②定款、規約  
③登記事項証明書 ④経営状況等説明資料 

・市長は、申請書を受理したときは指定管理者選定審査委員

会において審査し、指定管理者の候補者を選定し、議会の

議決を経て指定管理者に指定するもの。 
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利用料金 

 

 

第24条 

区分 単位 利用料金 

コミュニティ広場 １時間 ６００円 

指定管理者が許可

する施設 

 

１区画/１日 

 

７，０００円 
 

利用料金の

減免 

 

 

第26条 

次の基準に従い利用料金を減額・免除することができる。 

①国・地方公共団体等が主催・共催して行う事業に利用する

とき 全額 

② 市が後援する事業に利用するとき ５割 
③ その他市長が特に必要と認めるとき 市長が定める額 

２ 関係条例の改正 

① 南相馬市障がい者の利用に係る公の施設の使用料又は利用料金の免除に関す
る条例の一部改正（別表関係） 

【改正内容】別表に規定してある「南相馬市かしま交流センター」の次に「南

相馬市サービスエリア利活用拠点施設」を加えるもの。 

３ 施行日 平成２７年４月１日 

 

議案第149号 南相馬市帰還支援一時宿泊所条例制定について 

【趣旨】 

南相馬市帰還支援一時宿泊所の設置及び管理に関する事項を定めるため、新たに

条例を制定するもの。 

 

【主な内容】 

１ 制定の概要 

定める項目 条 内   容 

名称・位置 第２条 

名称 南相馬市帰還支援一時宿泊所 

位置 南相馬市原町区北長野字南原田１４３番地の１（雇用

促進住宅北長野宿舎内） 

対象者 第３条 

一時宿泊所を使用することができる者：修繕等が必要な自宅

を本市に有し、一時宿泊所使用時において原発事故等により

市外（相馬市及び新地町を除く。）に避難している者及び対象

者が指名する者 

使用期間等 第４条 使用できる期間は、１回につき７日以内とするもの。 

使用の許可 第５条 
一時宿泊所を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可

を受けなければならない。 
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使用許可の

制限 
第６条 

市長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、一時宿泊

所の使用を許可しない。 

① 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。 
② 施設又は設備器具を損傷するおそれがあるとき。 
③ その他管理上支障があるとき。 

使用許可の

取消し等 
第９条 

市長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許

可の条件を変更し、使用を停止させ、又は使用の許可を取り

消すことができる。 

① 法令に違反する行為を行ったとき。 
② この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 
③ 使用の目的が使用許可の制限に該当することが判明し、又
は該当する理由が発生したとき。 

使用料 第12条 一時宿泊所の使用料：無料 

 

２ 施行日 平成２６年１０月１日 

 

≪決算関係≫  

議案第150号 

 

議案第151号 

 

 

議案第152号 

 

議案第153号 

 

 

議案第154号 

 

 

議案第155号 

 

 

議案第156号 

 

 

議案第157号 

 

 

平成２５年度南相馬市一般会計歳入歳出決算認定について 

 

平成２５年度南相馬市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

 

平成２５年度南相馬市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 

平成２５年度南相馬市育英資金貸付特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

 

平成２５年度南相馬市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

 

平成２５年度南相馬市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認

定について 

 

平成２５年度南相馬市亜炭鉱害復旧施設維持管理事業特別会計歳

入歳出決算認定について 

 

平成２５年度南相馬市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認

定について 
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議案第158号 

 

 

議案第159号 

 

 

議案第160号 

 

 

議案第161号 

 

 

議案第162号 

 

議案第163号 

 

 

議案第164号 

 

平成２５年度南相馬市工場用地等整備事業特別会計歳入歳出決算

認定について 

 

平成２５年度南相馬市太田財産区特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

 

平成２５年度南相馬市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

について 

 

平成２５年度南相馬市水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び

決算認定について 

 

平成２５年度南相馬市病院事業会計決算認定について 

 

平成２５年度南相馬市工業用水道事業会計未処分利益剰余金の処

分及び決算認定について 

 

平成２５年度南相馬市下水道事業会計決算認定について 

 

≪補正予算関係≫  

議案第165号 

 

議案第166号 

 

議案第167号 

 

議案第168号 

 

議案第169号 

 

議案第170号 

 

議案第171号 

 

議案第172号 

 

議案第173号 

 

平成２６年度南相馬市一般会計補正予算について 

 

平成２６年度南相馬市国民健康保険特別会計補正予算について 

 

平成２６年度南相馬市介護保険特別会計補正予算について 

 

平成２６年度南相馬市簡易水道事業特別会計補正予算について 

 

平成２６年度南相馬市工場用地等整備事業特別補正予算について 

 

平成２６年度南相馬市後期高齢者医療特別会計補正予算について 

 

平成２６年度南相馬市水道事業会計補正予算について 

 

平成２６年度南相馬市病院事業会計補正予算について 

 

平成２６年度南相馬市工業用水道事業会計補正予算について 
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≪その他≫ 

議案第174号 工事請負契約の締結について 

【趣旨】 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定

により議会の議決を求めるもの。 

【主な内容】 

契 約 の 目 的 
過年発生公共災害復旧事業河川災害復旧（普通河川真野川右 
支）工事 

施 工 場 所 南相馬市鹿島区烏崎字牛島地内外 
契 約 の 金 額  ２９９，７００，０００円 

工 期 契約締結日から平成２８年３月３１日まで 

契 約 の 方 法 制限付き一般競争入札 

契約の相手方 
南相馬市鹿島区岡和田字沢田８８番地 
後藤建設工業株式会社 

 

議案第175号 工事請負契約の締結について 

【趣旨】 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定

により議会の議決を求めるもの。 

【主な内容】 

契 約 の 目 的 除染対策事業交付金表土改善（北泉海浜総合公園）工事 
施 工 場 所 南相馬市原町区北泉字地蔵堂地内外 
契 約 の 金 額  １７２，８００，０００円 

工 期 契約締結日から平成２７年３月３１日まで 

契 約 の 方 法 制限付き一般競争入札 

契約の相手方 
南相馬市原町区栄町一丁目１５番地 
株式会社諸井緑樹園 
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議案第176号 工事請負契約の締結について 

【趣旨】 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定

により議会の議決を求めるもの。 

【主な内容】 

契 約 の 目 的 真野川漁港水産物荷さばき施設建築主体工事 
施 工 場 所 南相馬市鹿島区烏崎字牛島地内 
契 約 の 金 額  ２６７，３００，０００円 

工 期 契約締結日から平成２７年８月３１日まで 

契 約 の 方 法 制限付き一般競争入札 

契約の相手方 
南相馬市原町区大町三丁目３０番地 
石川建設工業株式会社 

 

 

議案第177号 工事請負契約の締結について 

【趣旨】 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定

により議会の議決を求めるもの。 

【主な内容】  

契 約 の 目 的 大甕小校舎耐震改修建築主体工事  
施 工 場 所 南相馬市原町区大甕字鶴蒔地内 
契 約 の 金 額  ２２３，５６０，０００円 

工 期 契約締結日から平成２７年９月３０日まで 

契 約 の 方 法 制限付き一般競争入札 

契約の相手方 
南相馬市原町区錦町一丁目１番地 
関場建設株式会社 
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議案第178号 工事請負契約の締結について 

【趣旨】 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定

により議会の議決を求めるもの。 

【主な内容】  

契 約 の 目 的 太田小校舎耐震改修建築主体工事 
施 工 場 所 南相馬市原町区益田字塩釜地内 
契 約 の 金 額  ２２３，５６０，０００円 

工 期 契約締結日から平成２７年９月３０日まで 

契 約 の 方 法 制限付き一般競争入札 

契約の相手方 
南相馬市原町区錦町一丁目１番地 
関場建設株式会社 

 

 

議案第179号 工事請負変更契約の締結について 

【趣旨】 

平成２５年第６回南相馬市議会臨時会で議決を経た工事請負契約について、契

約内容の一部に変更が生じたため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例第２条の規定により議会の議決を求めるもの。 

【主な内容】 

契 約 の 目 的 防災集団移転促進事業住宅団地造成（小川町地区）工事 

契 約 の 相 手 方 
南相馬市原町区青葉町一丁目１番地 
庄司建設工業株式会社 

施 工 場 所 南相馬市原町区小川町地内外 

契

約

金

額 

変更前 ３００，２４０，０００円 

変更後 ３４５，４０１，２８０円 

増額する額  ４５，１６１，２８０円 
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○主な変更内容 

 項  目 内  容 

 汚水管切り回し工 
新たに区画を確保するため支障となる汚水管を切り回 

すための施工増 

 
復興歩掛適用によ

る変更 
復興歩掛を適用するための変更 

 
インフレスライド

適用による変更 
資材及び人件費の上昇による変更 

 

 

議案第180号 財産の取得について 

【趣旨】 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定

により議会の議決を求めるもの。 

【主な内容】 

取 得 の 目 的 防災集団移転促進事業移転促進区域（上渋佐地区） 

取得する土地の表

示 

所在地など 

南相馬市原町区上渋佐字寺崎２８１

番など計１０筆 

明細は別紙１のとおり 

Ｐ３１ 

合 計 ５，３５７．４５㎡ 

取 得 予 定 価 格 ２２，５９３，８５５円 

取 得 の 方 法 随意契約 

取 得 の 相 手 方  
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議案第181号 財産の取得について 

【趣旨】 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定

により議会の議決を求めるもの。 

【主な内容】 

取 得 の 目 的 防災集団移転促進事業移転促進区域（下渋佐地区） 

取得する土地の表

示 

所在地など 

南相馬市原町区下渋佐字後川３０１

番１など計１３筆 

明細は別紙１のとおり 

Ｐ３１ 

合 計 １３，４３２．３７㎡ 

取 得 予 定 価 格 ２８，９０４，２９７円 

取 得 の 方 法 随意契約 

取 得 の 相 手 方  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【進捗状況】筆数ベース（２０km圏外）         （７月末現在） 

区 分 対象筆数 契約完了筆数 割合 

鹿 島 区 ２，２４７ １，７２４ ７６．７％ 
原 町 区 ２，４４０ １，９０５ ７８．０％ 
合 計 ４，６８７ ３，６２９ ７７．４％ 

   ※今後、相続など共有持ち分により対象筆数が増減する。 
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≪報告≫ 

報告第８号 平成２５年度南相馬市一般会計継続費精算の報告について 

【趣旨】 

平成２５年度において継続年度が終了した継続費について精算したので、地方

自治法施行令第１４５条第２項の規定により報告するもの。 

【主な内容】 

 １．継続費の概要 

事 業 名 
事業

年度 
年割額 支出済額 

年割額と支出済

額の差 

（仮称）西川原災害

公営住宅整備事業 

２４

～ 
２５ 

 

727,146,000円 661,861,550円 

 

65,284,450円 

 
◆地方自治法施行令 

（継続費）  
第１４５条 【略】 
２ 普通地方公共団体の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費

精算報告書を調製し、地方自治法第２３３条第５項の書類の提出と併せてこれ

を議会に報告しなければならない。  
 

報告第９号 
平成２５年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不

足比率の報告について 

【趣旨】 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の

規定により、監査委員の意見を付し、報告するもの。 

【主な内容】 
１ 健全化判断比率                      （単位：％） 

区 分 平成２５年度 早期健全化基準 財政再生基準 

実 質 赤 字 比 率 － １２．５９ ２０．００ 
連 結 実 質 赤 字 比 率 － １７．５９ ３０．００ 
実 質 公 債 費 比 率 １４．１  ２５．０ ３５．０ 
将 来 負 担 比 率 － ３５０．０  
※ 実質赤字額又は連結実質赤字額は生じておらず、実質赤字比率及び連結実

質赤字比率を「－」と表記 
※ 一般会計等が負担する将来の負担額よりも、将来負担額に充当可能な財源
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が上回っており、将来負担比率を「－」と表記 

２ 資金不足比率                       （単位：％） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会 計 名 資金不足比率 備  考 

南相馬市水道事業会計 － 

地方公共団体の財政の健全

化に関する法律施行令（以下

「令」という。）第１７条第

１号の規定により事業の規

模を算定 
南相馬市工業用水道事業会計 － 〃 
南相馬市病院事業会計 － 〃 
南相馬市下水道事業会計 － 〃 

南相馬市簡易水道事業特別会計  － 令第１７条第３号の規定に

より事業の規模を算定 
南相馬市農業集落排水事業特別会計  － 〃 
南相馬市工場用地等整備事業特別会計  － 〃 
※いずれの会計も資金不足は生じておらず、資金不足比率を「－」と表記 
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≪健全化判断比率等について≫ 

１ 健全化判断比率等の対象 

地

方

公

共

団

体 

一般会計 
一般会計等 

 

特別会計 

公営事業 

会計 

 
 

 

うち 

公営企業 

会計 

 資
金
不
足
比
率 

  

一部事務組合・広域連合  

 

地方公社・第三セクター等  

２ 算式 

実質赤字比率  ＝ 
一般会計等の実質赤字額 

標準財政規模 
 

連結実質赤字比率＝ 
連結実質赤字額 
標準財政規模 

 
 
実質公債費比率 ＝ 

（地方債の元利償還金＋準元利償還金）－ 
（特定財源＋元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 
標準財政規模－元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 

 
 
将来負担比率  ＝ 

将来負担額－（充当可能基金額＋特定財源見込額＋地方債 
      現在高等に係る基準財政需要額算入見込額） 
標準財政規模－元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 

 

資金不足比率  ＝ 
資金の不足額 
事業の規模 

 

 
 

実
質
赤
字
比
率 

連
結
実
質
赤
字
比
率 

実
質
公
債
費
比
率 

将
来
負
担
比
率 

※公営企業会計 
 ごとに算定 
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報告第１０号 専決処分の報告について 

【趣旨】 

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記のとおり専決処分したので、

同条第２項の規定により報告するもの。 
 

【専決第３号 損害賠償の額の決定及び和解について 平成２６年７月３１日専決】 

１ 損害を賠償し和解する相手方の住所及び氏名 

 
２ 損害賠償の額 

    ９１，３１４円 
     うち保険等により補てんされる額  ９１，３１４円 
     市が自ら負担する額             ０円 
３ 損害賠償の理由及び和解の内容 

   平成２６年４月８日午後５時５分頃､原町区日の出町１７３番地付近の丁字

路にて停止した相手方車両とすれ違う際、公用車右ドアミラーが相手方車両の右

後方部と接触し、損害を与えたものである｡ 
損害賠償の額は上記のとおりとし、各当事者とも将来にわたり一切の異議申

立て、請求、訴訟等は行わないことで和解する。 
 

【専決第４号 損害賠償の額の決定及び和解について 平成２６年８月２１日専決】 

１ 損害を賠償し和解する相手方の住所及び氏名 

 
２ 損害賠償の額 

    ２４２，２５１円 
     うち保険等により補てんされる額 ２４２，２５１円 
     市が自ら負担する額             ０円 
３ 損害賠償の理由及び和解の内容 

平成２６年３月２７日午後２時３５分頃、原町区大町二丁目地内の県道原町

川俣線において、公用車が渋滞のため一旦停止後に発進した際、公用車前方部

が相手方車両後方部に衝突し、損害を与えたものである。 
損害賠償の額は上記のとおりとし、各当事者とも将来にわたり一切の異議申

立て、請求、訴訟等は行わないことで和解する。 
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【専決第５号 損害賠償の額の決定について 平成２６年８月２７日専決】 

１ 損害を賠償する相手方の住所及び氏名 

 
２ 損害賠償の額 

     ７７，６００円 
３ 損害賠償の理由 

平成２５年２月１５日竣工の高の倉ダム右岸法面復旧工事の支払いについて、

支払期限経過後に支払を完了したことにより生じた遅延利息について、政府契

約の支払い遅延防止等に関する法律に基づき、相手方に対し、損害賠償として

支払うものである。 
   損害賠償の額は上記のとおりとする。 

 

【専決第６号 工事請負変更契約の締結について 平成２６年８月２８日専決】 

１ 専決処分の理由 

平成２５年第５回南相馬市議会定例会で議決を経た工事請負契約について、

契約内容の一部に変更が生じたため、平成２６年８月２８日付けで専決処分し

たもの。 

 ２ 変更契約の内容 

契 約 の 目 的 防災集団移転促進事業住宅団地造成（萱浜地区（２））工事 
施 工 場 所 南相馬市原町区萱浜字六貫山地内 

契 約 の 相 手 方 
南相馬市原町区大町三丁目３０番地 

石川建設工業株式会社 

契

約

金

額 

変 更 前 １７８，５００，０００円 

変 更 後 １８５，０４２，６４０円 

増額する額 ６，５４２，６４０円  

 

○主な変更内容 

 項  目 内  容 

 数量変更 

 
区 分 変更前 変更後 増 減 

改良土 4,150.7 ㎥ 14,152.8 ㎥ 10,002.1 ㎥増 
購入土(山土) 15,573.6 ㎥ 6,459.1 ㎥ 9,114.5 ㎥減 

 

 インフレスライ 人件費の上昇による変更 
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ド適用による変更 

 
単品スライド適用

による変更 

 
対象資材 変更前単価 変更後単価 備考（数量） 

改良土 1,500円 1,700円 14,152.8 ㎥ 
購入土(山土) 2,300円 2,700円 6,459.1 ㎥ 
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別紙１ 
議案第１８０号 財産の取得について 

防災集団移転促進事業 移転促進区域（上渋佐地区）取得明細書 
番号 所在地 地目 面積(㎡) 

1 南相馬市原町区上渋佐字寺崎２８１番 山林 1,034 

2 南相馬市原町区上渋佐字寺崎２８２番 宅地 545.45 

3 南相馬市原町区上渋佐字寺崎２９１番 畑 862 

4 南相馬市原町区上渋佐字寺崎３９２番１ 田 919 

5 南相馬市原町区上渋佐字寺崎３９２番２ 田 70 

6 南相馬市原町区上渋佐字寺崎３９３番 雑種地 21 

7 南相馬市原町区上渋佐字寺崎３９４番 雑種地 222 

8 南相馬市原町区上渋佐字寺崎３９５番 田 1,557 

9 南相馬市原町区上渋佐字寺崎３９６番 雑種地 15 

10 南相馬市原町区上渋佐字寺崎３９７番 雑種地 112 

合計(㎡) 5,357.45 
 
          議案第１８１号 財産の取得について        

防災集団移転促進事業 移転促進区域（下渋佐地区）取得明細書 
番号 所在地 地目 面積(㎡) 

1 南相馬市原町区下渋佐字後川３０１番１ 田 1,082 

2 南相馬市原町区下渋佐字後川３０１番２ 田 2,206 

3 南相馬市原町区下渋佐字後川３１２番１ 田 990 

4 南相馬市原町区下渋佐字後川３１２番２ 田 1,481 

5 南相馬市原町区下渋佐字後川３１３番 雑種地 16 

6 南相馬市原町区下渋佐字後川３２０番 田 1,995 

7 南相馬市原町区下渋佐字後川３２１番 田 3,605 

8 南相馬市原町区下渋佐字大橋９３番１ 宅地 416.52 

9 南相馬市原町区下渋佐字大橋９３番３ 宅地 257.85 

10 南相馬市原町区下渋佐字大橋９３番５ 雑種地 52 

11 南相馬市原町区下渋佐字大橋９４番１ 山林 760 

12 南相馬市原町区下渋佐字大身１５番 畑 145 

13 南相馬市原町区下渋佐字大身２２番 畑 426 

合計(㎡) 13,432.37 
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